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（再提案 第10回協議会決定済） 
協議第30号 
 

下水道関係事業の取扱いについて 
 
 次のとおり調整方針を定める。 
 

協議項目 22-18 下水道関係事業の取扱い 

 

１ 下水道事業及び個別排水処理施設整備事業については、現行のとおり新町に

引き継ぐものとする。 

２ 下水道受益者負担金（分担金）については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 公共下水道事業及び流域関連公共下水道事業地域の負担金の額及び賦

課については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

(2) 農業集落排水事業地域の分担金の額及び賦課については、新町において

調整する。

(3) 各事業に係る負担金（分担金）の徴収及び減免については、現行のとお

り新町に引き継ぐものとする。 

３ 個別排水処理施設受益者分担金については、幕別町の例により、合併時に再

編する。

４ 下水道使用料については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 使用料の額については、合併する年度の翌年度に統一する。 

(2) 使用水量の認定及び賦課については、使用料の設定に合わせて、合併す

る年度の翌年度に再編する。 

(3) 徴収については、幕別町の例により、合併時に統合する。 

(4) 減免については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

５ 個別排水処理施設使用料については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 使用料の額については、幕別町の例により、合併する年度の翌年度に統

一する。ただし、忠類地区については、合併する年度の翌年度以降３年度

以内の経過措置により段階的に調整し統一する。 

(2) 賦課については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

(3) 徴収については、忠類村の例により、合併時に統合する。 

(4) 減免については、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

６ 下水道占用料については、幕別町の例により、合併時に統一する。 

７ 下水道資金貸付制度及び個別排水処理施設資金貸付制度については、合併時

に再編する。ただし、合併前に決定した貸付については、新町に引き継ぐもの

とする。 

８ 下水道補助制度については、幕別町の例により、合併時に統合する。 

９ 個別排水処理施設補助制度については、幕別町の例を基準に、合併時に再編

する。 

 

 



「協議第30号 下水道関係事業の取扱いについて」資料 

幕別町・忠類村合併協議会の調整内容 

協 議 項 目 22-18 下水道関係事業の取扱い 

決定済 再提案 

調 整 の 内 容 

１  略 

２ 下水道受益者負担金（分担金）については、次の区分により調

整する。ただし、合併前に決定した負担金（分担金）については、

新町に引き継ぐものとする。

(1) 公共下水道事業、流域関連公共下水道事業及び特定環境保

全公共下水道事業地域の負担金（分担金）の額及び賦課につ

いては、現行のとおり新町に引き継ぐものとする。 

(2) 農業集落排水事業地域の分担金の額については、現行のと

おり新町に引き継ぐものとする。ただし、忠類地区について

は、更別村の例により、平成20年度に統一する。

(3) 農業集落排水事業地域の分担金の賦課については、現行の

とおり新町に引き継ぐものとする。ただし、忠類地区については、

更別村の例により、平成20年度に再編する。

(4) 各事業に係る負担金（分担金）の徴収及び減免については、

幕別町の例により、合併時に再編する。 

３ 個別排水処理施設受益者分担金については、次の区分により調

整する。ただし、合併前に決定した分担金については、新町に引

き継ぐものとする。 

(1) 分担金の額については、合併時に統一する。 

(2) 賦課については、更別村の例により、合併時に再編する。 

(3) 徴収については、合併時に再編する。 

(4) 減免については、幕別町の例により、合併時に再編する。 

 

１  略 

２ 下水道受益者負担金（分担金）については、次のとおり取り扱

うものとする。

 

(1) 公共下水道事業及び流域関連公共下水道事業地域の負担金

の額及び賦課については、現行のとおり新町に引き継ぐもの

とする。 

(2) 農業集落排水事業地域の分担金の額及び賦課については、

新町において調整する。

 

 

 

 

(3) 各事業に係る負担金（分担金）の徴収及び減免については、

現行のとおり新町に引き継ぐものとする。

３ 個別排水処理施設受益者分担金については、幕別町の例によ

り、合併時に再編する。
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協 議 項 目 22-18 下水道関係事業の取扱い（つづき） 

決定済 再提案 

調 整 の 内 容 

４ 下水道使用料については、次の区分により調整する。

(1) 使用料の額については、合併する年度の翌年度に更別村の

使用料を基準に新たな使用料を設定し、平成19年度に統一す

る。 

(2) 使用水量の認定及び賦課については、使用料の設定に合わ

せて、平成19年度に再編する。 

(3)及び(4)  略 

５ 個別排水処理施設使用料については、次の区分により調整す

る。

(1) 使用料の額については、合併する年度の翌年度に更別村の

使用料を基準に新たな使用料を設定し、平成19年度以降４年

度の経過措置により段階的に調整し統一する。 

 

(2) 賦課については、使用料の設定に合わせて、幕別町及び忠

類村の例により、平成19年度に統合する。

(3)及び(4)  略 

６  略 

７ 下水道資金貸付制度及び個別排水処理施設資金貸付制度につ

いては、更別村の例により、合併時に統合する。ただし、合併

前に決定した貸付については、新町に引き継ぐものとする。 

８ 下水道補助制度については、更別村の例により、合併時に統

合する。 

９ 個別排水処理施設補助制度については、合併時に再編する。 

 

４ 下水道使用料については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 使用料の額については、合併する年度の翌年度に統一す

る。 

 

(2) 使用水量の認定及び賦課については、使用料の設定に合わ

せて、合併する年度の翌年度に再編する。 

(3)及び(4)  略 

５ 個別排水処理施設使用料については、次のとおり取り扱うも

のとする。

(1) 使用料の額については、幕別町の例により、合併する年度

の翌年度に統一する。ただし、忠類地区については、合併す

る年度の翌年度以降３年度以内の経過措置により段階的に

調整し統一する。 

(2) 賦課については、現行のとおり新町に引き継ぐものとす

る。

(3)及び(4)  略 

６  略 

７ 下水道資金貸付制度及び個別排水処理施設資金貸付制度につ

いては、合併時に再編する。ただし、合併前に決定した貸付に

ついては、新町に引き継ぐものとする。 

８ 下水道補助制度については、幕別町の例により、合併時に統

合する。 

９ 個別排水処理施設補助制度については、幕別町の例を基準に、

合併時に再編する。 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

下水道受益者負担

金（分担金） 

 

【対象事業】 

公共下水道事業、流域関連公共下水

道事業 

【負担金の額】 

・土地の面積に１㎡当たり380円を乗

じて得た額 

【賦課】 

供用開始の年度に公告し翌年度に賦

課 

【徴収】 

・納付方法 分割納付 ５年 

    （一括納付制度あり） 

・負担金の納期 

第１期 ６月16日～同月30日 

第２期 ８月16日～同月31日 

第３期 10月16日～同月31日 

第４期 12月１日～同月25日 

・各納期の負担金の額は各受益者の当

該年度の負担金の額を４で除して

得た額 

 

該当なし 

 

次の区分により調整す

る。ただし、合併前に決定

した負担金（分担金）につ

いては、新町に引き継ぐも

のとする。 

(1) 公共下水道事業、

流域関連公共下水道

事業及び特定環境保

全公共下水道事業地

域の負担金（分担金）

の額及び賦課につい

ては、現行のとおり新

町に引き継ぐものと

する。 

(2) 農業集落排水事業

地域の分担金の額に

ついては、現行のとお

り新町に引き継ぐも

のとする。ただし、忠

類地区については、更

別村の例により、平成

20年度に統一する。 

 

次のとおり取り扱うも

のとする。

 

 

 

(1) 公共下水道事業及

び流域関連公共下水

道事業地域の負担金

の額及び賦課につい

ては、現行のとおり

新町に引き継ぐもの

とする。 

 

 

(2) 農業集落排水事業

地域の分担金の額及

び賦課については、

新町において調整す

る。
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現        況 調整の具体的内容 

区 分 
幕別町 忠類村 決定済 再提案 

下水道受益者負担

金（分担金） 

（つづき） 

【減免】 

①国又は地方公共団体が、公用に供

し又は供することを予定してい

る土地に係る受益者 

②国又は地方公共団体が、その企業

の用に供している土地に係る受

益者 

③国又は地方公共団体が、公共の用

に供することを予定している土

地に係る受益者 

④公の生活扶助により保護を受け

ている受益者、その他これに準ず

る特別の事情があると認められ

る受益者 

⑤事業のため、土地、物件、労力又

は金銭を提供した受益者 

⑥前記に掲げる受益者のほか、その

状況により特に負担金を減免す

る必要があると認められる土地

に係る受益者 

 (3) 農業集落排水事業

地域の分担金の賦課に

ついては、現行のとおり

新町に引き継ぐものと

する。ただし、忠類地区

については、更別村の例

により、平成20年度に再

編する。 

(4) 各事業に係る負担

金（分担金）の徴収及び

減免については、幕別町

の例により、合併時に再

編する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 各事業に係る負担

金（分担金）の徴収及び

減免については、現行の

とおり新町に引き継ぐ

ものとする。 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

下水道使用料 【使用料の額】※消費税抜き 

・月額 

（一般用） 

排出量 金額 

10m3まで 1,160円

10m3を超えるもの １m3につき117円

（公衆浴場） 

排出量 金額 

100m3まで 2,912円

100m3を超えるもの １m3につき30円

 

【使用水量の認定】 

①水道水を使用した場合 

水道の使用水量 

②水道水以外の水を使用した場合 

その使用水量とする。使用水量の

決定は使用水量を測定し得る機器

があるときは、計測装置により測

定された水量により、計測機器が

ないときは次の基準により認定 

 

～基準～ 

ｱ.家事にのみ使用する場合 

１戸５人まで10m3。１人増すご

とに２m3、浴槽１個につき３m3、

水洗式大便器１個につき２m3、

水洗式小便器１個につき１m3、

大小兼用便器１個につき３m3。 

【使用料の額】※消費税込み 

・月額 

（一般用） 

排出量 金額 

８m3まで 1,300円

８m3を超えるもの １m3につき140円

（団体用） 

排出量 金額 

20m3まで 3,300円

20m3を超えるもの １m3につき140円

 

【使用水量の認定】 

①水道水を使用した場合 

水道の使用水量 

②水道水以外の水を使用した場合 

揚水量とする。この場合の揚水量

の決定は、揚水量測定器又は揚水

量を測定し得る機器があるとき

は、それにより測定された水量に

より、それがないときは、次の基

準により認定 

～基準～ 

ｱ.家事にのみ使用する場合 

１人当たり２m3。浴槽1個につき

３m3、水洗式大便器１個につき

２m3、水洗式小便器１個につき

１m3、大小兼用便器1個につき３

m3。 

次の区分により調整す

る。

(1) 使用料の額につい

ては、合併する年度の

翌年度に更別村の使

用料を基準に新たな

使用料を設定し、平成

19年度に統一する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 使用水量の認定及

び賦課については、使

用料の設定に合わせ

て、平成19年度に再編

する。 

 

(3)及び(4)  略 

 

次のとおり取り扱うも

のとする。

(1) 使用料の額につい

ては、次のとおり合併

する年度の翌年度に

統一する。 

・月額 ※消費税込み 

（一般用） 

排出量 金額 

10m3まで 1,400円 

10m3を超

えるもの

１m3につき 

140円 

（公衆浴場） 

排出量 金額 

100m3まで 3,515円 

100m3を超

えるもの 

１m3につき 

35円 

(2) 使用水量の認定及

び賦課については、使

用料の設定に合わせ

て、合併する年度の翌

年度に再編する。 

 

(3)及び(4)  略 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

下水道使用料 

（つづき） 

ｲ.その他の場合 

使用状況等を考慮して決定 

③水道水と水道水以外の水を併用す

る場合 

①と②の合算値 

【賦課】 

使用料は１月ごとに賦課 

①使用日数２分の１以下は、使用水

量を翌月又は前月使用料に加算 

②使用日数２分の１を超える場合

は、１月の額  

 

【徴収】 

・納期 

使用水量を決定した日の属する翌月

末日 

【減免】 

公益上その他特別の事情があると認

めたとき 

ｲ.その他の場合 

使用状況等を考慮して決定 

③水道水と水道水以外の水を併用し

た場合 

①と②の合算値 

【賦課】 

使用料は１月ごとに賦課 

基本料金に満たない場合 

①使用日数10日以内は３分の１の額

②使用日数10日から20日以内は３分

の２の額 

③使用日数20日超は、１月の額 

【徴収】 

・納期 

使用水量を決定した日の属する翌月

21日 

【減免】 

幕別町と同一 

  

下水道資金貸付制

度 

 

【水洗便所改造等資金貸付制度】 

・貸付対象 

公共下水道の処理区域内において

既設住宅の便所を水洗式に改造す

るため及び排水設備を設置するた

めの工事で、処理区域になった日か

ら３年以内の工事を対象 

 

【排水設備改造資金貸付制度】 

・貸付対象 

農業集落排水の処理区域内にある

家屋の所有者又はその所有者の同

意を得た者で、処理区域になった日

から３年以内の工事を対象 

 

更別村の例により、合併

時に統合する。ただし、合

併前に決定した貸付につ

いては､新町に引き継ぐも

のとする。 

合併時に再編する。た

だし、合併前に決定した貸

付については､新町に引き

継ぐものとする。 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

下水道資金貸付制

度（つづき） 

 

※下水道に関する他の条例による

補助金の交付を受けた工事は除

く 

・貸付限度額 

１基につき50万円（１戸につき２基

まで貸付可能） 

・貸付金の償還 

償還期間を50カ月以内の無利子と

し、１万円の元金均等の方法による

月賦償還 

 

※下水道に関する他の条例による

補助金の交付を受けた工事を含

む 

・貸付限度額 

１基につき50万円（１戸につき２基

まで貸付可能） 

・貸付金の償還 

償還期間を50カ月以内の無利子と

し、元金均等の方法による月賦償還

  

下水道補助制度 

 

【水洗便所設置補助制度】 

・補助対象 

公共下水道の処理区域内において

建物を所有し、又は所有者の同意を

得て、当該建物の汲み取り便所を、

水洗便所に改造するため便器、洗浄

用具及びこれに伴う給水装置及び

排水設備を設置するための工事で、

処理区域になった日から３年以内

の工事を対象 

※水洗便所改造等資金貸付の融資

を受けていない者 

・補助金額 

①改造する便器１基につき４万円

（最高２基まで） 

 

【排水設備改造資金補助制度】 

・補助対象 

農業集落排水の処理区域内にある

家屋の所有者又はその所有者の同

意を得た者で、処理区域になった日

から３年以内の工事を対象 

※下記の特例の補助（１）のみ排水

設備改造資金の融資を受けてい

ない者 

 

 

 

・補助金額 

①通常の補助 

１戸につき10万円以内 

②特例の補助（１） 

１戸につき３万円以内 

 

更別村の例により、合併

時に統合する。 

幕別町の例により、合併

時に統合する。 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

下水道補助制度 

（つづき） 

 ③特例の補助(2) 

１戸につき壁面線までの距離が

30ｍを超える場合はその超えた

分の工事費を全額補助 

※②及び③は、①の上乗せ補助 

  

個別排水処理施設

受益者分担金 

【分担金の額】 

①５人槽       92,000円 

②６人槽        124,000円 

③７人槽        153,000円 

④８人槽        172,000円 

⑤10人槽        229,000円 

⑥11～20人槽    310,000円 

⑦21～30人槽    513,000円 

⑧31～40人槽    673,000円 

⑨41～50人槽    862,000円 

 

【賦課】 

・浄化槽を設置した年度に賦課 

 

【徴収】 

・納付方法 

一括納付（分割納付制度なし） 

・納期 

設置した翌月末日 

 

該当なし 次の区分により調整する。

ただし、合併前に決定した

分担金については、新町に

引き継ぐものとする。 

(1) 分担金の額につい

ては、次のとおり合併時

に統一する。
 

人槽別 金額 

５人槽 92,000円

６人槽 120,000円

７人槽 140,000円

８人槽 150,000円

10人槽 180,000円

11～20人槽 260,000円

21～30人槽 513,000円

31～40人槽 673,000円

41～50人槽 862,000円

 

(2) 賦課については、

更別村の例により、合併

時に再編する。

 

幕別町の例により、合併時

に再編する。
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

個別排水処理施設

受益者分担金 

（つづき） 

【減免】 

①生活保護法により保護を受けてい

る受益者その他これに準ずる特別

の事情があると認められる受益者

②事業のため、費用の一部を負担し、

又は土地若しくは物件を提供した

受益者 

③前記に掲げる受益者のほか、その

状況により特に分担金を減免する

必要があると認められる家屋に係

る受益者 

 (3) 徴収については、

次のとおり合併時に再

編する。

①納付方法 

分割納付 ５年 

（一括納付制度あり） 

②納期 

第１期  ６月16日

～同月30日

第２期  ８月16日

～同月31日

第３期  10月16日

～同月31日

第４期  12月１日

～同月25日

(4) 減免については、

幕別町の例により、合併

時に再編する。
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現        況 調整の具体的内容 

区 分 
幕別町 忠類村 決定済 再提案 

個別排水処理施設

使用料 

【使用料の額】※消費税込み 

・月額 

①５人槽      2,600円 

②６人槽        2,900円 

③７人槽        3,200円 

④８人槽        3,500円 

⑤10人槽        4,200円 

⑥11～20人槽    5,400円 

⑦21～30人槽    7,700円 

⑧31～40人槽   10,300円 

⑨41～50人槽   13,600円 

 

 

 

 

 

【賦課】 

使用開始月から賦課 

①15日未満 月額の２分の１ 

②15日以上 月額 

【徴収】 

・納期 毎月30日まで 

【減免】 

公益上その他特別の理由があるとき

 

【使用料の額】※消費税込み  

・月額 

①５人槽      2,560円 

②７人槽        2,560円 

③10人槽        2,560円 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【賦課】 

 幕別町と同一 

 

 

【徴収】 

・納期 毎月月末 

【減免】 

幕別町と同一 

  ※マンホールポンプ使用者に対し

減免を適用 

次の区分により調整す

る。

(1) 使用料の額につ

いては、合併する年

度の翌年度に更別村

の使用料を基準に新

たな使用料を設定

し、平成19年度以降

４年度の経過措置に

より段階的に調整し

統一する。 

 

 

 

 

 

 

(2) 賦課については、

使用料の設定に合

わせて、幕別町及び

忠類村の例により、

平成19年度に統合

する。 

(3)及び(4)  略 

 

次のとおり取り扱うもの

とする。

(1) 使用料の額につい

ては、幕別町の例によ

り、合併する年度の翌

年度に統一する。ただ

し、忠類地区について

は、合併する年度の翌

年度以降３年度以内の

経過措置により段階的

に調整し統一する。 

※ 忠類地区の段階的人槽別使用料 

 H18 H19 H20 

５人槽 2,600円 2,600円 2,600円 

７人槽 2,900円 3,200円 3,200円 

10人槽 3,100円 3,700円 4,200円 

 

(2) 賦課については、現

行のとおり新町に引き

継ぐものとする。

 

 

 

(3)及び(4)  略 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

個別排水処理施設

資金貸付制度 

【水洗便所改造等資金貸付制度】 

・貸付対象 

個別排水処理施設の処理区域内に

おいて既設住宅の便所を水洗式に

改造するため及び排水設備を設置

するための工事で、設置後の期限は

特に定めていない 

※下水道に関する他の条例による補

助金の交付を受けた工事は除く 

・貸付限度額 

１基につき50万円（１戸につき２基

まで貸付可能） 

・貸付金の償還 

償還期間を50カ月以内の無利子と

し、１万円の元金均等の方法による

月賦償還 

 

 

 

【排水設備改造資金貸付制度】 

・貸付対象 

個別排水処理施設の区域内にある

家屋の所有者又はその所有者の同

意を得た者で、平成15年度までに設

置した個別排水処理施設に接続す

る工事を対象 

※下水道に関する他の条例による補

助金の交付を受けた工事を含む 

・貸付の限度額 

１基につき50万円（１戸につき２基

まで貸付可能） 

・貸付金の償還 

償還期間を50カ月以内の無利子と

し、元金均等の方法による月賦償還

 

更別村の例により、合併

時に統合する。ただし、

合併前に決定した貸付に

ついては､新町に引き継

ぐものとする。 

合併時に再編する。た

だし、合併前に決定した

貸付については､新町に

引き継ぐものとする。 
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現        況 調整の具体的内容 
区 分 

幕別町 忠類村 決定済 再提案 

個別排水処理施設

補助制度 

 

【水洗便所設置補助制度】 

・補助対象 

個別排水処理施設の処理区域内にお

いて建物を所有し、又は所有者の同

意を得て、当該建物の汲み取り便所

を、自己資金をもって水洗便所に改

造するため便器、洗浄用具及びこれ

に伴う給水装置及び排水設備を設置

するための工事で、設置後の期限は

特に定めていない 

※水洗便所改造等資金貸付の融資を

受けていない者 

・補助金額 

①改造する便器１基につき４万円

（最高２基まで） 

 

 

【排水設備改造資金補助制度】 

・補助対象 

個別排水処理施設の区域内にある家

屋の所有者又はその所有者の同意を

得た者で、平成15年度までに設置し

た個別排水処理施設に接続する工事

を対象 

※下記の特例の補助のみ排水設備改

造資金の融資を受けていない者 

 

 

 

・補助金額 

①通常の補助 

１戸につき10万円以内 

②特例の補助 

１戸につき３万円以内 

※②は、①の上乗せ補助 

次のとおり合併時に再編

する。 

①補助対象 

排水処理施設に接続

するため、既設の便

所を水洗式に改造、

又は排水設備を設置

するための工事で、

設置後１年以内の工

事を対象 

②補助金額 

１戸につき ５万円

 

幕別町の例を基準に、合

併時に再編する。 
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